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新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づいた緊急事態宣言に伴う 

市町村立学校園の対応について（通知） 

 

標記について、９月９日（木）に開催された大阪府新型コロナウイルス対策本部会議の決定に基づき、

下記のとおり要請いたします。 

市町村立学校園の対応につきましては、令和３年８月 18日付け教小中第 2101-2号、部活動につきま

しては令和３年８月 25日付け教小中第 2252号により通知した内容から変更はありません。 

つきましては、貴所管学校園に周知いただきますとともに、御対応のほどよろしくお願いいたします。 

新型コロナウイルスについては、日々状況が変化しているため、必要に応じて変更が生じる場合があ

ります。引き続き状況の変化及び提供できる情報が入り次第お知らせします。 

 その他、本件について御不明な点等があれば、下記連絡先まで連絡願います。 

 

記 

○ 期間 

   令和３年９月 30日（木）まで 

   ※ただし、今後の感染状況により期間を変更する場合もあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

※ 大阪府新型コロナウイルス対策本部会議の資料については、別添資料をご参照ください。 

 

 

 

 

【参考】令和３年８月 18日付け教小中第 2101-2号、令和３年８月 25日付教小中第 2252号を整理したものです。 

 

１ 授業について 

 ・分散登校や短縮授業は行わず、通常形態（１教室 40人まで）を継続する 

 ・毎日の健康観察や基本的な感染症対策を徹底し、感染リスクの高い活動は実施しない 

 ・感染拡大により不安を感じて登校しない児童生徒等については、オンライン等を活用して十分な学習支援を行う 

   

２ 修学旅行等、泊や府県間の移動を伴う行事について 

 ・原則延期する 

 ・延期が困難な場合は、感染防止策を徹底したうえで以下の条件を満たした場合にのみ実施する 

   ・旅行（移動）先の都道府県が大阪からの受入れを拒否していない 

   ・事前に滞在先の保健所と調整を行い、児童生徒・教職員が陽性となった場合でも、現地での受入体制が 

整っている 

   ・参加する児童生徒、引率する教職員に、事前にＰＣＲ検査を実施 

 

３ 学校行事（文化祭・体育祭）について 

 ・感染リスクの高い活動（飲食物の提供、騎馬戦等）は実施しない 

 

４ 部活動について 

・原則休止 

・ただし、公式大会への出場等の場合は、感染防止策を徹底したうえで、活動時間を短縮して実施する。この場合 

でも、感染リスクの高い活動は実施しない 


